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下松市立小学校給食センター調理等業務委託仕様書 

 

１ 基本的事項 

(１) 業務名 

   下松市立小学校給食センター調理等業務 

 

(２) 業務場所及び概要 

 ア 施 設 名  下松市立小学校給食センター 

  イ 所 在 地  下松市葉山二丁目９０４番６８ 

  ウ 施設概要  鉄骨造平屋建て 延べ面積２，４９１．０９㎡ ドライシステム 

          調理能力約４，０００食（１日調理食数約３，６００食） 

  エ 供用開始  平成２８年９月１日 

  オ 配 送 校  下松市内全７小学校 

 

(３) 業務内容 

   本委託業務（以下「委託業務」という。）の内容は次のとおりとする。なお、詳細

は別紙仕様書１のとおりとする。 

  ア 検収業務 

  イ 調理・配缶業務（アレルギー対応食を含む。） 

  ウ 食材の在庫管理業務 

  エ 原材料、加工食品及び調理済食品の保存食の採取及び保管業務 

  オ 配送、回収及び配膳業務 

  カ 残菜等の計量、記録及び処理業務 

  キ 食器・食缶、調理機器等の洗浄消毒保管業務 

  ク 施設・指定器材（別紙仕様書２に掲げる厨房機器、その他備品等及び配送車両を

いう。以下同じ。）の清掃及び点検・管理業務 

  ケ アからクまでに附帯する業務その他下松市（以下「市」という。）が必要と認め

る業務 

 

(４) 給食実施日数 
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   給食実施日数は、年間２００日程度とし、各年度の給食実施日数は、学校ごとに異

なるので年度当初に市が指定する。なお、令和３年度については、１３０日程度とす

る。 

(５) 調理食数 

   調理食数は、児童、教職員、センター職員及び受託事業者の業務従事者分の食数並

びに検食及び保存食（合計で１日当たり３，５００食程度）とし、実際の食数は、「調

理指示書」により指示する。 

   なお、各学校の１日当たりの調理食数（概数）は、別紙仕様書３のとおりである。 

また、米飯は週４回、パンは週１回の実施とし、牛乳及びパンについては原則とし

て業者が直接、学校に納品する。 

 

(６) 給食時間 

   各学校の給食時間（予定）は、別紙仕様書３のとおりである。 

 

(７) 給食実施日数、調理食数、給食時間等の変更への対応 

   給食試食会の開催、学校行事、インフルエンザの流行等により、市が給食実施日数、

調理食数、給食時間等の変更を指示したときは、適切に対応すること。 

 

(８) 基本業務時間 

   基本業務時間は、午前７時３０分から午後４時３０分までとする。ただし特別な事

由が生じたときは、この限りでない。 

 

(９) 業務委託期間等 

   業務委託期間は、令和３年８月１日から令和８年７月３１日までとする。 

 

(１０) 関係法令等の遵守 

   学校給食法（昭和２９年法律第１６０号）、食品衛生法（昭和２２年法律第２３３

号）、労働基準法（昭和２２年法律第４９号）等の関係法令その他の関連法規、学校

給食衛生管理基準（平成２１年文部科学省告示第６４号）、及び文部科学省「学校給

食調理場における手洗いマニュアル」、「調理場における洗浄・消毒マニュアル Part

Ⅰ」、「調理場における洗浄・消毒マニュアル PartⅡ」、「学校給食調理従事者研修マ

ニュアル」、「調理場における衛生管理＆調理技術マニュアル」(以下「学校給食衛生
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管理基準及び各種マニュアル等」という。)、大量調理施設衛生管理マニュアル（平

成９年３月２４日付け衛食第８５号別添）その他の関連要綱、通達等を遵守すること。 

(１１) 学校行事等への協力 

  ア 委託業務の実施に当たっては、学校給食が学校教育活動の一環として実施されて

いることを十分認識すること。 

イ 配送校への食育活動に積極的に参加するとともに、市の行事、給食試食会等が実

施されるときは、必要な協力を行うこと。 

ウ 年に１回程度、バイキング給食を実施する予定であるので、必要な協力を行うこ

と。 

エ 実習生（職場体験実習含む。）の受入について、市と協議の上、必要な協力を行

うこと。 

オ 災害発生時には、市と協議の上、必要な協力を行うこと。 

 

(１２) 安全・衛生管理の徹底 

   １の(３)業務内容に掲げる事項のほか、業務従事者の健康・衛生管理を別紙仕様書

４に基づいて実施すること等により、安全・衛生管理の徹底を図ること。 

 

(１３) 施設・指定器材の使用等 

  ア 施設・指定器材は、無償貸与とする。 

  イ 施設・指定器材は、委託業務の目的以外で使用してはならない。ただし、市から

の指示があるときは、この限りでない。 

  ウ 学校給食の調理並びに学校の保健衛生及び安全について規定する関係法令等に

従い、施設・指定器材を清潔に保つこと。 

  エ 施設・指定器材の瑕疵を発見したときは、直ちに市に報告すること。 

  オ 施設・指定器材に故障が発生したときには、直ちに市に報告し、その指示に従う

こと。なお、故意又は過失により施設・指定器材に損害を与えたときは、受託者の

責任において原状に復すること。 

カ 委託業務の実施に当たり、業務場所において指定器材以外の物件を使用しようと

するときは、事前に市に通知し、承認を受けること。 

 

(１４) 再委託の禁止 

   委託業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、
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あらかじめ書面により市の承認を受けたときは、この限りでない。 

 

 (１５) 秘密の保持 

   受託事業者及び業務従事者（以下「受託事業者等」という。）は、児童に関する情

報及び受託業務の実施上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。 

 

 (１６) 個人情報の保護 

  ア 受託事業者等は、個人情報（下松市個人情報保護条例（平成１６年下松市条例第

７号。以下「保護条例」という。）第２条第２号に規定する個人情報をいう。以下

同じ。）の保護の重要性を認識し、受託業務の実施に当たっては、個人の権利利益

を侵害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。 

  イ 受託事業者等は、受託業務の実施により知り得た個人情報の漏えい、滅失又は毀

損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければなら

ない。 

  ウ 受託事業者等は、受託業務を実施するために個人情報を取得するときは、その業

務の目的の達成のために必要な範囲内で適法かつ公正な手段で取得しなければな

らない。 

  エ 受託事業者等は、受託業務の実施により知り得た個人情報の内容をみだりに他人

に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。 

  オ 受託事業者等は、受託業務を実施するに当たって個人情報が記録された文書、磁

気ディスクその他これらに類するものを、市の承諾なしに複写し、又は複製しては

ならない。 

  カ 受託事業者等は、受託業務の実施上得た個人情報が記録された文書、磁気ディス

クその他これらに類するものについて、業務完了後直ちに市に返却するか、又は市

の立会いのもとに廃棄しなければならない。 

  キ 受託事業者は、業務従事者に対し、保護条例第４９条及び第５０条に定める罰則

の適用について周知するとともに、個人情報の漏えい防止等個人情報の保護に関し

必要な事項の周知を徹底させなければならない。 

  ク 受託事業者等は、個人情報に関し事故が発生したとき、又は発生するおそれのあ

ることを知ったときは、速やかに市に報告しなければならない。 

 

２ 実施体制 
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 (１) 業務従事者の配置数及び資格等 

   業務従事者の配置数及び資格等については、次のとおりとすること。 

   なお、業務従事者については、本市の人材を積極的に採用するとともに、継続的な

雇用に努めること。 

  ア 委託業務に従事する正規社員の配置数及び資格等は、次のとおりとする。 

   (ア) 業務責任者 

ａ 配置数 １名（期間雇用でないこと。） 

ｂ 資格等 調理師法（昭和３３年法律第１４７号）第３条に規定する調理師の

免許（以下「調理師免許」という。）又は栄養士法（昭和２２年法律第２４５

号）第２条に規定する栄養士の免許（以下「栄養士免許」という。）を有し、

かつ、１日２，５００食以上を調理する学校給食センターでの調理経験を３年

以上及び業務責任者又は業務副責任者としての勤務経験を２年以上有する者

であること。原則として個々の調理等業務に直接従事せず、全体管理を主とし

た業務とし、業務履行場所に常駐の上、委託業務の実施に当たって、他の業務

従事者に対する指導監督を行うこと。なお、業務責任者又は、業務副責任者の

どちらか一方は調理師免許を有していること。 

   (イ) 業務副責任者 

ａ 配置数 ２名以上（期間雇用でないこと。） 

ｂ 資格等 調理師免許又は栄養士免許を有し、かつ、１日２，５００食以上を

調理する学校給食センターでの調理経験を２年以上有する者であること。主と

して調理業務に従事し、業務責任者を補佐する者であること。なお、業務責任

者に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する者であること。 

   (ウ) アレルギー対応食担当者 

ａ 配置数 １名以上（期間雇用でないこと。） 

ｂ 資格等 栄養士免許を有し、かつ、学校給食センターでの調理経験を２年以

上有する者又は大量調理施設衛生管理マニュアル(平成９年３月２４日付け衛

食第８５号別添)に基づく、同一メニューを１日３００食以上若しくは１日７

５０食以上を提供する調理場での勤務経験を２年以上有する者であること。 

 原則として調理場の衛生管理を担当し、業務従事者への衛生管理指導を行うこ

と。 

  ※ 業務責任者又は業務副責任者のうち１名以上は、長期休業中、施設・指定器材の

維持管理を行うとともに、市との連絡調整に当たること。 
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  ※ 正規社員は、給食実施期間中は委託業務に専念し、他施設の業務との兼務をしな

いこと。長期休業中においても、施設・指定器材の清掃、維持管理等に必要な期間

従事すること。 

  イ 前項ア以外の業務従事者の配置数及び資格等は、次のとおりとする。 

   (ア) 調理員 

    ａ 配置数 時間内に調理できる必要な人員（調理後２時間以内喫食を目指すた 

め必要な人員） 

    ｂ 資格等 少なくとも３分の１以上が調理師免許を有する者又は学校給食調

理施設で１年以上の調理経験を有する者であること。 

   (イ) 配送員 

ａ 配置数 ５名 

ｂ 資格等 市が指定する配送車の運転に必要な自動車免許を保持し、５年以上

運転経験のある者であること。また、緊急の場合に備え、配送車を運転可能な

業務従事者を配置数の５名以外に２名以上確保のこと。 

   (ウ) 配送助手 

ａ 配置数 ７名以上 

ｂ 資格等 調理業務に携わる者が、配送助手を兼ねること。 

  ウ 業務従事者の配置については、あらかじめ必要書類を提出し、市の承認を受ける

こと。 

エ 業務従事者が休暇を取得し、又は欠員等が生じたときは、直ちに補充をし、調理

等作業に支障が生じないように安定した配置を図ること。この場合、代替者の氏名

等を直ちに市に報告すること。 

  オ 業務従事者に異動があったときは、直ちに「業務従事者変更報告書」を提出する

こと。なお、業務責任者の異動に関しては、事前に市と協議を行った上で決定する

こと。 

  カ 業務従事者の交替、代替又は異動を行おうとするときは、業務従事者の熟練性を

確保するため、必要最小限の範囲にとどめること。 

  キ 業務従事者として不適当であると市が認める者について、市が必要な措置を求め

ることがある。 

 

(２) その他実施体制に係る遵守事項 

 ア 委託業務の実施に当たり、あらかじめ「業務計画書」等を提出して市の承認を受
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けること。また、委託業務の実施結果等について、「作業実施報告書」を作成し、

市に提出すること。 

  イ 業務従事者に関する指示その他の管理を行い、労働関係法令上の一切の責任を負

うこと。 

  ウ 学校給食調理等業務に必要な知識及び技術を取得させるため、業務従事者に対す

る年２回以上の研修を実施するとともに、安全衛生管理を目的とした衛生管理指導

等を適宜実施し、学校給食衛生管理基準及び各種マニュアル等の徹底を行うこと。 

エ 業務責任者に対する指導者研修を年１回以上実施すること。 

オ 新たに業務従事者を採用したときは、初任者研修を必ず実施すること。 

カ 調理等業務を円滑に実施するため、月に１回程度、市、業務従事者（正規社員）

及び受託事業者の責任者（本社又は下松市立小学校給食センターを管轄する事業所

等の社員）で構成する連絡協議会を開催するので必ず出席すること。 

 

 

３ 業務の分担区分等 

 (１) 業務の分担区分 

  市及び受託事業者の業務の分担区分は、別紙仕様書５のとおりとする。 

 

 (２) 調理等業務実施に当たっての留意事項 

  ア 調理等業務を行うに当たっては、施設・指定器材を用いること。 

イ 調理等業務を行うに当たっては、学校給食衛生管理基準及び各種マニュアル、大

量調理施設衛生管理マニュアル、その他の関係法令等並びに市が文書等により指示

した内容及び提示した資料等の内容を遵守すること。 

  ウ 調理等業務の１日の流れは、概ね別紙仕様書６のとおりとする。 

 

 

４ 経費の負担区分等 

 (１) 経費の負担区分 

   市及び受託事業者の経費の負担区分は、別紙仕様書７のとおりとする。 

   なお、準備期間中に生ずる経費の負担区分については、別紙仕様書７に準ずるもの

とする。ただし、食材料費については、受託事業者が試運転等を行う際に使用するも

のは受託事業者の負担とする。また、準備期間に係る受託事業者が負担する経費は、
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委託料に含むものとする。 

 

 (２) 委託料の支払い 

  ア 履行の確認 

    受託事業者は、毎月分の「業務完了報告書」を当該月の業務終了後直ちに市に提

出すること。なお、３月分については、必ず同月末日までに提出すること。 

    市は、「業務完了報告書」を受領したときは、速やかにその履行状況について確

認するものとする。 

  イ 委託料の額等 

    委託料は、月ごとに支払うものとする。月ごとの委託料の額は、毎年度の委託料

の額を１２箇月で均等に分割し、当該額に１００円未満の端数があるときはこれを

切り捨て、当該端数の合計は４月分として支払うものとする。ただし、令和３年度

については、「毎年度の委託料の額を１２箇月」とあるのは「８箇月」と、「４月分」

とあるのは「８月分」と、令和８年度については、「毎年度の委託料の額を１２箇

月」とあるのは「４箇月」と読み替えるものとする。 

受託事業者は当該月分の委託料を市に請求し、市は、所定の請求書を受理した日

から起算して３０日以内に委託料を支払うものとする。 

  ウ 委託料の額の変更 

    実施条件（給食実施日数及び調理食数）と実際の年間食数が著しく異なったとき

は、市と受託事業者が協議の上、委託料の額を変更することがある。 

    また、市は受託事業者が提供するサービスに対して定期又は随時に評価を行う予

定であるが、その結果、業務委託契約書及び仕様書等で定められた内容を充足して

いないことが判明したときは、委託料の減額を行うことがある。 

 

 

５ 責任分担区分 

  市と受託事業者の責任分担については、別紙仕様書８のとおりとする。 

 

 

６ 損害賠償等 

 (１) 受託事業者は、調理等の実施に当たり、製造物責任法（平成６年法律第８５号）

の規定による損害賠償責任を履行するため、製造物賠償責任保険に加入すること。 
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 (２) 次のいずれかに該当するときは、受託事業者は市に損害賠償をしなければならな

い。 

  ア 受託事業者が故意又は過失により学校給食に異物を混入させ、市が給食停止（一

部停止を含む。）の措置を講じた場合において、市が損害賠償を求める必要がある

と認めるとき。 

イ 受託事業者が故意又は過失により施設・指定器材を損壊、紛失又は遺棄したとき。 

 (３) 受託事業者の責めに帰すべき事由により債務不履行又は懸案が生じたときは、市

は受託事業者に対して、期限を付して修復策の提出及び実施を求めることができる。

この場合において、受託事業者が当該期間内に修復することができなかったときは、

市は契約を解除し、及びこれにより生じた損害賠償を請求することができる。 

 (４) 市の責めに帰すべき事由により業務の継続が困難となったときは、受託事業者は

契約を解除することができるものとする。この場合において、受託事業者が契約を解

除したときは、受託事業者は市に対して、これにより生じた損害賠償を請求すること

ができる。 

 (５) 不可抗力その他受託事業者の責めに帰すことができない事由により業務の継続

が困難となったときは、市と受託事業者は業務継続の可否について協議を行うものと

する。この場合において、継続が困難と判断したときは、市が契約を解除することが

できるものとする。 

 

 

７ その他 

 (１) 委託業務において使用する各種様式、帳票等については、別途指示する。 

(２) 敷地内で喫煙してはならない。 


